
 

物 件 概 要（土地） 

 

第１ 公売の目的物件 

売却区分番号 １ 

所 在 等 神戸市須磨区大田町四丁目３０番（地番） 

登記 簿表 示 後記のとおり（現況との相違は買受人の引受けである） 

住 居 表 示 神戸市須磨区大田町４丁目３番４号 

主な特記事項 所有者不明の建物、残置物、フェンス等が存置 

 

 

第２ 目的物件に係る参加申込期間等 

入 札 期 間 令和８年７月15日10時00分から令和８年７月22日17時15分まで 

最高価申込者決定日時 令和８年７月28日10時 

売却決定日時 令和８年８月18日10時 

買受代金納付期限 令和８年８月18日11時30分 

 

 

第３ 目的物件の見積価額等 

見 積 価 額(円) 6,232,000 公売保証金額(円) 630,000 

 

 

第４ 目的物件に係る調査の経過 

１ 現地調査 

 令和８年５月28日 

 



 

第５ 目的物件の登記簿表示（令和８年５月28日現在） 

１（土地の表示） 

所 在  神戸市須磨区大田町四丁目 

地 番  ３０番 

地 目  宅地 

地 積  ７３．２４㎡ 

 



 

第６ 目的物件の概況 

１ 土地の概況 

位置 ・交 通 山陽電鉄本線「板宿」駅南方約490ｍ 

周辺 の状 況 小規模一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域 

登記所の図面

等公 開状 況 

法 14条 地 図 

地図に準ずる図面 

土地 所在 図 

地積 測量 図 

そ の 他 

－ 

あり 

－ 

－ 

－ 

主な都市計画 

制  限  等 
（道路幅員等の

個別的な規制を

考慮しない一般

的な規制） 

都市計画区分 

用 途 地 域 

指定建ぺい率 

指定 容積 率 

高 度 地 区 

防火地域指定 

地 区 計 画 

そ の 他 

市街化区域 

第１種住居地域 

60％ 

200％ 

第５種高度地区 

準防火地域 

－ 

－ 

画地条件 南西側間口約6.0ｍ、奥行約12.0ｍの略長方形。 

接面道路状況 
南西側幅員約6.0ｍの市道（建築基準法第42条第１項第１号道路）。 

南東側幅員約2.5ｍの私道（建築基準法第42条第１項第５号道路）。 

供給処理施設 上下水道、都市ガス 

土地利用状況 ・軽量鉄骨造２階建の建物の敷地 

特 記 事 項 

・南東側私道は、幅約1.0ｍ、長さ約12.0ｍ、面積約12㎡の私道負担あり。 

・南東側私道は、建築基準法第42条第１項第５号（位置指定道路）である

が、現状幅員は約2.5ｍしかない。位置指定道路図面（昭和26年11月21日第

108号）によると幅員４ｍになっているため、幅員４ｍへの原状回復が必要

となる。上記私道負担に加え、１ｍのセットバック（幅約1.0ｍ、長さ12.00

ｍ、面積約12㎡）が必要と思われるため、セットバック後の有効宅地は、

南西側間口約4.0ｍ、奥行約12.0ｍ、面積約49㎡の略長方形地となる見込み

である。 

・文化財保護法に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地である「戎町遺跡」の

範囲に含まれている。 

・土壌汚染などに関する調査は行っていない。 

・土地上には、延べ床面積約40㎡の建物が存する。また、周辺は金網フェ

ンスで覆われており、敷地内には雑草が繁茂し、ゴミ等が放置されている。 



 

公売財産が不動産である場合、執行機関は公売財産の保全・引渡義務を負わない。占有者等に

対して明渡しを求める場合や公売財産内の動産を処理する場合は、全て買受人の責任において行

うことになる。 

公売財産の瑕疵は買受人の引受けとなり、執行機関は契約不適合責任を負わない。 

 

第７ 参考図面 

目的物件周辺地形図 

登記所地図に準ずる図面写し 

現地写真 

 







対象地側面（南）より撮影




